
７ 防犯連絡委員の選出について 

 

＜防犯連絡委員とは＞ 

安全で明るく、住みよい地域社会を実現するため、生活に危険を及ぼす犯罪、事故、災

害を未然に防ぐ拠点として、おおむね大字単位に北栄町内３７の「防犯連絡所」が設定さ

れ、それぞれの連絡所に防犯連絡委員を配置するもの。 

・自治会の推薦を受けた者を町が推薦 

・町からの推薦を受け、倉吉警察署長と倉吉地区防犯協議会長の連名で委嘱 

・無報酬 

・任期は２年間（令和４年４月１日～令和６年３月３１日）、再任可 

・主な任務 地域安全情報を警察や地域住民に提供・伝達。警察との連携 

 

＜毎回１人ずつ選出する連絡所＞ 

田井、土下、米里、北尾、松神、曲、西園、瀬戸、原、大島、西穂波、穂波、亀谷、東亀谷、

上種、西高尾、東高尾、岩坪、高千穂、妻波 

 

＜選出に順序のある連絡所＞ 

連絡所区分 R2・R3 R4・R5 R６・R7 R８・R９ R１０・R１１ R12・R１３ 

江北１ 江北浜 東新田場 西新田場 小河原団地 江北 江北浜 

江北２ みどり２区 さくら団地 みどり１区 みどり２区 さくら団地 みどり１区 

江北３ みどり南 みどり西 みどり南 みどり西 みどり南 みどり南 

国坂１ 国坂 大野 国坂浜 国坂 大野 国坂浜 

国坂２ 山西 国坂東 国坂中 中央団地 山西 国坂東 

北条島 向山団地 北条島 向山団地 北条島 向山団地 北条島 

弓原 弓原浜 駅前 弓原 弓原浜 駅前 弓原 

下神 さつきケ丘 下神 さつきケ丘 下神 さつきケ丘 下神 

東園 東園浜 東園 東園浜 東園 東園浜 東園 

六尾 六尾北団地 六尾 六尾北団地 六尾 六尾北団地 六尾 

下種 茶ヤ条 下種 茶ヤ条 下種 茶ヤ条 下種 

由良宿東 由良宿２区 由良宿１区 由良宿２区 由良宿１区 由良宿２区 由良宿１区 

由良宿西 由良宿５区 由良宿６区 由良宿３区 由良宿４区 由良宿５区 由良宿６区 

由良宿駅南 由良宿７区 別所 緑ケ丘団地 由良宿７区 別所 緑ケ丘団地 

青木比山 比山 二子塚団地 青木 比山 二子塚団地 青木 

大谷東 大谷 大谷 大谷 大谷 大谷 大谷 

大谷西 大谷 大谷 大谷 大谷 大谷 大谷 

推薦書提出期限 令和４年１月１４日（金曜日） 

問い合わせ先 総務課情報防災室（電話３７－５８６２） 

資料№４ 


